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カンボジアのＰＣＴ加盟 
 

 

記 

 

カンボジアは、今般、２０１６年０９月０８日に特許協力条約（ＰＣＴ）の１５１番目の加盟国とな

りました。 同国における条約の発効日は２０１６年１２月０８日となりますので、２０１６年１２月

０８日以降のＰＣＴ国際出願については、カンボジア（ＫＨ）が自動的に指定され、同国への国

内段階移行が可能となります。 

以上 

 （情報提供：LYSAGHT） 
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あらゆる内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 
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